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令和４年度の原子力規制検査の運用実績等を踏まえた運用改善のためのガイド

の改正案 

令和５年３月 13 日 

原子力規制庁検査監督総括課 

 

 令和４年度の原子力規制検査の運用実績、原子力規制庁職員からの意見、意見

交換会合にて提示された事業者等意見を踏まえ、以下のガイドの改正について

検討しているところ。 

 

共通的な検査制度運用に関するガイド 

 （GI0001）共通事項に係る検査運用ガイド（別添１） 

 運用の明確化 

 事業者との適切なコミュニケーションに関する注意事項の明記 

 巡視も検査活動の一部であることを踏まえた修正 

 チーム検査のスケジュール調整に関する注意事項の追記（事業者意見の

反映） 

 記載の適正化 

 

 （GI0002）原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用ガイド（別

添２） 

 運用の明確化 

 報告書記載時のルールの明確化 

 記載ルールの見直し（確認資料の記載場所の移動） 

 記載の適正化 

 

 （GI0006）安全実績指標に関するガイド（別添３） 

 安全実績指標の受理後の手続きの変更 

 運用の明確化 

 安全実績指標の値が「緑」を超えた場合の対応の明確化 

 指標⑤と指標⑩の運用の明確化 

 記載の適正化 

 

気づき事項・検査指摘事項の評価に関するガイド 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド（別添４） 

 運用の明確化 

 拡大防止・影響緩和として非常用ディーセル発電機を明記 

資料５－１ 令和５年３月13日第11回検査制度に関する意見交換会合（資

料３－１）に一部追記 
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 重要度評価ガイド附属書４の改正内容を反映 

 記載の適正化 

 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書２（別添５） 

 運用の明確化 

 平時と緊急事態等の発生時に分かれることを明確化 

 緊急事態等の発生時における運用手順等に基づく活動の不実施に係

る重要度評価の見直し 

 記載の適正化 

 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書４（別添６） 

 過去の指摘事項を踏まえ、管理区域の区域管理に関する記載を追記 

 記載の適正化 

 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書５（別添７） 

 運用の明確化 

 説明責任は事業者にあるため、詳細な火災伝播解析の結果が事業者

から提出された場合に、重要度評価で考慮することを明記 

 詳細な火災伝搬解析に関する内容は事業者が実施するものであるた

め削除 

 評価フローに基づき評価することを明確化 

 FDTSの理解を促進するため、概要と使用例を添付１として追加 

 記載の適正化 

 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書８（別添８） 

 英語資料の和訳 

 最新の NRC ガイド（IMC0609 Appendix K）に合わせ記載の追加 

 記載の適正化 

 

 （GI0007）原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書 10（資料

４） 

 該当使用施設等の初期境界評価を追加 

 運用の明確化 

 初期境界評価を実施しない施設における運用の明確化に伴う変更 

 記載の適正化 
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 （GI0008）検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド（別添９） 

 参考資料であった米国 NRC の軽微事例集については、国内に適用できな

い事例があること等から削除 

 記載の適正化 

 

 （GI0008）検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 附属書１ 軽

微事例集（発電用原子炉施設）（別添 10） 

 国内実績に基づく軽微事例集を附属書として制定 

 

 （GI0008）検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 附属書２ 軽

微事例集（核燃料施設等）（別添 11） 

 国内実績に基づく軽微事例集を附属書として制定 

 

 （GI0009）重要度評価等の事務手順運用ガイド（別添 12） 

 通知文の記載内容の見直し 

 運用の明確化 

 SL Ⅳ（通知あり）の対応を明記 

 記載の適正化 

 

基本検査の運用に関するガイド 

 （BM0010）使用前事業者検査に対する監督（別添 13） 

 記載の適正化 

 

 （BM1040）ヒートシンク性能（別添 14） 

 記載の適正化 

 

 （BM1050）供用期間中検査に対する監督（別添 15） 

 記載の適正化 

 

 （BO0010）サーベイランス試験（別添 16） 

 記載の適正化 

 

 （BO1020）設備の系統構成（別添 17） 

 記載の適正化 

 

 （BO1050）取替炉心の安全性（別添 18） 
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 参考資料の追記 

 

 （BO1070）運転員能力（別添 19） 

 運用の明確化 

 検査対象の明確化 

 観察の例の分類化 

 記載の適正化 

 

 （BO2010）運転管理（別添 20） 

 記載の適正化 

 

 （BE0010）自然災害防護（別添 21） 

 運用の明確化 

 実際に自然災害等が発生した場合は、防護対策の実施状況も検査対

象に含まれることを明確化 

 記載の適正化 

 

 （BE0030）内部溢水防護（別添 22） 

 記載の適正化 

 

 （BE0050）緊急時対応の準備と保全（別添 23） 

 記載の適正化 

 

 （BE0060）重大事故等対応要員の能力維持（別添 24） 

 運用の明確化 

 運転シミュレータによる成立性の確認訓練は、BO1070 運転員能力で

はなく、当ガイドの検査対象であることを明記 

 記載の適正化 

 

 （BE0070）重大事故等対応要員の訓練評価（別添 25） 

 記載の適正化 

 

 （BE0080）重大事故等対応訓練のシナリオ評価（別添 26） 

 記載の適正化 

 

 （BE0090）地震防護（別添 27） 
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 運用の明確化 

 地震計に対する検査の考え方を明確化 

 記載の適正化 

 

 （BR0070）放射性固体廃棄物等の管理（別添 28） 

 運用の明確化 

 放射性廃棄物でない廃棄物に関する確認の観点等について、内規を

もとに検査手引きを追記 

 記載の適正化 

 

 （BQ0010）品質マネジメントシステムの運用（別添 29） 

 運用の明確化 

 日常観察、半期検査の検査頻度とサンプル数の運用を明確化 

 記載の適正化 

 

 （BZ2010）非該当使用者等（別添 30） 

 運用の明確化 

 令和４年度検査の実施状況を踏まえた検査の視点等の追記及び改善 

 記載の適正化 

 

法定確認に関するガイド 

 （GL0002）工場又は事業所の外における廃棄に関する原子力規制委員会の確

認等に係る運用ガイド（別添 31） 

 記載の適正化 

 

 （GL0003）工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物に関する原

子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド（別添 32） 

 記載の適正化 

 

 （GL0004）廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド

（廃棄物埋設施設確認）（別添 33） 

 記載の適正化 

 

 （GL0005）工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質につ

いての放射能濃度に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド（別

添 34） 
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 記載の適正化 

 

 （GL0006）廃棄物埋設に係る坑道の閉鎖に関する原子力規制委員会の確認等

に係る運用ガイド（別添 35） 

 記載の適正化 

 

 （GL0007）廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド

（廃棄物確認）（別添 36） 

 運用の明確化 

 規則改正に伴う経過措置の内容を記載 

 運用の変更（確認証分割交付の取りやめ） 

 記載の適正化 

 

 （GL0008）廃止措置の終了に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガ

イド（別添 37） 

 記載の適正化 
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本事例集は、我が国の原子力規制検査における軽微事例を取りまとめたものであり、適時、更新し

ていくものとする。 
また、原子力検査官が事例を活用するに当たっては、以下に示す注意事項を理解すること。 
 

＜注意事項＞ 
・過去の事例等を整理することにより取りまとめたもので、あくまで当時の判断における例であ

り、以後の判断の一助とするための参考資料である。 
・実際の検査に際しては、個別具体的な事実に基づき、スクリーニングのステップ１及びステップ

２で示している観点に照らして適切に判断することが求められる。十分な検証なしに本事例を

機械的に適用することは適切ではない。 
・検査で確認される具体的な事項では、類似事例を検査指摘事項ではないと分類したものでも実際

の内容により結果的に検査指摘事項に当たると判断したり、その逆になったりすることもあり

得る。 
 

（１）臨界管理 

 

 
（２）施設管理 

 

事例１ 
工事計画の不備に伴う臨界監視装置の一時的な停止 
（臨界警報装置が停止していることを当直員が確認した。原因は、建屋周辺の地盤改

良工事において、重機が地下の伝送ケーブルを断線させたことによるものであった。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において「作業範囲内の埋設状況を十分に理解、考慮した作業管理を行うこ

と。」としているが、重機による地下の伝送ケーブルの切断により臨界警報装置を停

止させたことは、自主基準を満足することに失敗している。 

軽微である

理由 

監視機能が一時的に停止した臨界警報装置は、核燃料物質の異常な集積などにより臨

界事故が発生した場合、事故を感知し、主に近隣の従事者等に避難を促すための警報

を発する設備である。当該監視機能が停止していた期間においても、エリアモニタな

どにより、臨界事故につながるおそれのある核燃料物質の異常な集積などがないこと

の監視が継続できており、原子力安全への影響はなかった。 
 

事例１ 

給排気設備の異常に伴う出入扉の故障 
（当該操作室の扉の動作が一時困難となった。原因は、操作室につながる給気側の防

火ダンパの故障（閉止）に伴い給気が停止したが、排気側の排風機の運転は継続され

ていたため、給気と排気のバランスが崩れ操作室内が一時過負圧となったことによ

り、当該操作室の開扉が出来ない状態となった） 
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パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、火災等による損傷を防止する設備（火災報知器等）の点検が定め

られているものの、防火ダンパについては点検要領が定められていなかったため、こ

れが実施されておらず、自主基準を満足することに失敗している。 

軽微である

理由 

操作室の給気と排気のバランスが崩れ過負圧になったものの、閉じ込め機能は維持さ

れており、使用施設の操作にも支障を及ぼさなかったことから、原子力安全への影

響はなかった。 

事例２ 
負圧管理の不備 
（管理区域への給気系統の点検口扉を開けたところ、事業許可において負圧での管理

が要求されている管理区域の代表室などが数分間大気圧となった。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、「保修作業、改造等の実施に当たり、作業の事前評価表を作成・

審査・承認すること」としているが、建屋換気設備による負圧維持のために考慮すべ

き事項（リスク評価）が不十分なまま、事前評価表にあたるリスク評価表が審査・承

認されており、自主基準を満足することに失敗している。 

軽微である

理由 

一時的に管理区域の代表室などにおいて負圧が維持されない状況になったが、施設内

にある核燃料物質等の保存エリアの負圧は維持されており、本事象に伴う放射性物質

の漏えいもなかったことから、原子力安全への影響はなかった。 

事例３ 

作業管理の不備 

（他の原子力施設での不適合事象（オリフィスプレート（差圧を生じさせるための板）

が本来使用する向きと逆に取り付けられていた）の未然防止対策の一環として、自施

設における同プレートの取付け状況を確認したところ、同様な事象が確認された。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、｢オリフィスプレートは取付け方向を事前に確認し、正しい方向

に取り付ける。｣としているが、これが実施されておらず、自主基準を満足すること

に失敗している。 
軽微である

理由 
取付けの向きについては流量や差圧等の計測値には影響を与えないものと評価され

たため、原子力安全への影響はなかった。 

事例４ 

排気ダクト接続部の損傷 
（供用開始前の排気系統ダクトにおいて溶接された接続部が外れたことによる損傷

事象が発生した。原因は、当該ダクトを現地で溶接する際、狭隘部の溶接作業姿勢等

を考慮した要領になっておらず、設計検証を含め当該工事が適切であるか等の確認が

不足していたものであった。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、「排気系統ダクトの設置に必要な要求が請負業者に伝わっている

こと、必要な時期に設計検証が行われていること及び要求事項に基づき施工されてい

ることを事業者が確認すること」が要求されているが、これが十分に実施されておら

ず、自主基準を満足することに失敗している。 
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（３）放射線管理 

 

 

 
（４）火災防護 

 

 

軽微である

理由 
当該排気系統ダクトは供用前（放射性物質を取り扱う前）であり、閉じ込めに関する

機能も必要ない状況であったことから、原子力安全への影響はなかった。 

事例１ 

線量管理の不備 
（検査官が管理区域境界（核物質等貯蔵庫のシャッター付近）の空間線量率を測定し

たところ、事業者の管理目標値を超えていた。原因は、工事のため貯蔵庫内の遮へい

体を一時的に移動させたことによるものであった。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、管理区域境界において線量告示に定める値（３月間）を管理目標

値（１時間当たり）として定めているが、一部のエリアにおいて、これを超えた線量

が当該境界で測定されたことから、自主基準を満足することに失敗している。 

軽微である

理由 

当該貯蔵庫には、管理区域標識が張られ人が容易に近づく場所ではなく、仮に当該遮

蔽の移動作業中に従事者が被ばくした場合の実効線量を計算しても法令の管理区域

境界のしきい値を超えていないことが確認されたことから、放射性物質による被ばく

から従事者に対する健康と安全を適切に守ることに影響はなかった。 

事例２ 
線量計不携帯による管理区域への立入り 
（一時的な管理区域（汚染のおそれのない管理区域）に、個人線量計を携帯せず作業

員が入域したことが確認された。） 

パフォーマ

ンス劣化 

保安規定において、管理区域の入退域に必要な対応行うため入域時には個人線量計を

携帯することとなっているが、これが実施されておらず、自主基準を満足することに

失敗している。 
軽微である

理由 
本立入りによる、当該作業員の被ばくは無かったと評価されたことから、放射性物質

による被ばくから従事者に対する健康と安全を適切に守ることに影響はなかった。 

事例１ 

火災感知器の点検不備 
（核燃料物質を取り扱うセルに近接するアイソレーション室において、長期間、火災

感知器の点検が実施されていなかった。原因は、火災感知器の点検範囲が担当者間で

正確に引継がれなかったことによるものであった。） 

パフォーマ

ンス劣化 
自主基準において、消防法に基づく消防用設備等の点検を行うこと等が規定されてい

るが、これが実施されておらず、自主基準を満足することに失敗している。 
軽微である

理由 
当該感知器の点検を実施したところ、当該感知器は正常に機能していることが確認さ

れたことから、原子力安全への影響はなかった。 
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○改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ （制定日） 施行  

 
 

事例２ 

防火ダンパの保全方法の不備 
（大規模損壊が生じた場合に動作が求められている防火ダンパについて、検査官が点

検計画を確認したところ保全方法が事後保全となっており、長期間、動作確認が行わ

れていない状態であった。） 

パフォーマ

ンス劣化 

自主基準において、一次系ナトリウム火災の対応として、ダンパを手動閉鎖すること 
により火災影響を軽減させる運用としているため、当該ダンパを事後保全と設定し動

作確認がなされていなかったことは自主基準を満足することに失敗している。 

軽微である

理由 

当該ダンパの動作確認を実施したところ、正常に動作することが確認されたことか

ら、原子力安全への影響はなかった。 
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1. 目 的 

本附属書は、核燃料施設等に関する原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域（小分類）に関

連付けられた検査指摘事項の重要度の評価を行う際に、規制業務の透明性、客観性及び公平性を確

保するため使用する。 

 

2. 基本的な考え方 

原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域（小分類）に関連付けられた検査指摘事項の重要

度を評価する場合、各施設における安全機能の劣化等の程度により、重要度評価を実施する。 

核燃料施設等は、施設の構造や規模が多種多様であり、核燃料物質が工程ごとに性状、形態を変化

させつつ、工程間を移動していくことが一般的であるため、検査指摘事項として抽出される事項を

類型化し、統一的な指標を定めることが困難である。 

このため、本附属書では、評価方法の一例を示すものの、判断に迷う場合は、重要度評価・規制措

置会合（以下「SERP」という。）を開催することが望ましい。 

 

3. 適 用 

本附属書は、核燃料施設等において確認された、原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域

（小分類）に関連付けられた検査指摘事項の重要度を評価する場合に適用する。（ただし、附属書３

又は附属書４での評価対象外のものに限る。） 

 

 

 

4. 評価手順 

原子力施設安全に係る監視領域（小分類）に関連付けられた検査指摘事項は、核燃料を加工する施

設のうち、プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質を含む物質のいずれも取扱いを行わな

いもの（以下「ウラン加工施設」という。）に係る場合は 4.1、核燃料物質の使用施設のうち、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第 41 条に該当する核燃料物質を使用する使

用施設（以下「該当使用施設」という。）に係る場合は 4.2、これら以外の施設に係る場合は 4.3 に進

む。 
上記以外の検査指摘事項については、原子力安全に係る重要度評価に関するガイドの本附属書以

外の附属書を用いた評価を実施する。 
いずれの附属書の適用も困難な場合は 4.4 に進む。 

 

4.1 ウラン加工施設における初期境界評価 

「追加対応あり」に至る可能性がある検査指摘事項を抽出するため、初期境界評価を実施する。

安全機能に劣化等が認められない場合は、検査指摘事項は「追加対応なし」となり、重要度評価を

終了する。安全機能に劣化等が認められた場合又は初期境界評価が困難な場合は、SERP での評価

を実施する。 

具体的な初期境界評価に用いるスクリーニング手順は次のとおり。 

 

1. 目 的 

本附属書は、核燃料施設等に関する原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域（大分類）に関

連付けられた検査指摘事項の安全重要度の評価を行う際に、規制業務の透明性、客観性及び公平性

を確保するため使用する。 

 

2. 基本的な考え方 

原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域（大分類）に関連付けられた検査指摘事項の安全

重要度を評価する場合、各施設における安全機能の劣化等の程度により、重要度評価を実施する。 

核燃料施設等は、施設の構造や規模が多種多様であり、核燃料物質が工程ごとに性状、形態を変化

させつつ、工程間を移動していくことが一般的であるため、検査指摘事項として抽出される事項を

類型化し、統一的な指標を定めることが困難である。 

このため、本附属書では、評価方法の一例を示すものの、判断に迷う場合は、重要度評価・規制措

置会合（以下「SERP」という。）を開催することが望ましい。 

 

3. 適 用 

本附属書は、核燃料施設等において確認された、原子力施設安全及び放射線安全に係る監視領域

（大分類）（ただし、附属書３又は附属書４での評価対象外のものに限る。）に関連付けられた検査指

摘事項の安全重要度を評価する場合に適用する。 

ただし、本附属書による評価が困難な場合は、原子力安全に係る重要度評価に関するガイドの本

附属書以外の附属書も参考とする。 

 

4. 評価手順 

原子力施設安全に係る監視領域（大分類）に関連付けられた検査指摘事項は、加工施設のうち、プ

ルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のいずれも取扱いを行わ

ないもの（以下「ウラン加工施設」という。）に係る場合は 4.1、ウラン加工施設以外に係る場合は

4.2 に進む。 
 
 
上記以外の検査指摘事項については、原子力安全に係る重要度評価に関するガイドの本附属書以

外の附属書を用いた評価を実施する。 
いずれの附属書の適用も困難な場合は 4.3 に進む。 

 

4.1 ウラン加工施設における初期境界評価 

「追加対応あり」に至る可能性がある検査指摘事項を抽出するため、初期境界評価を実施する。

安全機能に劣化等が認められない場合は、検査指摘事項は「追加対応なし」となり、安全重要度評

価を終了する。安全機能に劣化等が認められた場合又は初期境界評価が困難な場合は、SERP での

評価を実施する。 

具体的な初期境界評価に用いるスクリーニング手順は次のとおり。 

 

 

記載の適正化 
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【留意点】 
○事業（変更）許可における重大事故に至るおそれがある事故及び臨界、また、ふっ化水素の発生に

関する検査指摘事項は、本スクリーニング手順に関わらず SERP で評価を実施する。 
 
  4.1.1 事業（変更）許可における設計基準事故か 

   検査指摘事項に関連して、ウラン加工施設の事業（変更）許可申請書における設計基準事故

（設備損傷による閉じ込め機能の不全、火災による閉じ込め機能の不全、爆発による閉じ込め

機能の不全、排気設備停止による閉じ込め機能の不全）が発生した場合は 4.1.3 に進み、発生

していない場合は 4.1.2 に進む。なお、事業（変更）許可申請書における設計基準事故の類似事

象の場合は 4.1.2 に進む。 

 

  【解説】 

  ○ウラン加工施設の初期評価にあたっては、加工の事業の許可の審査において、「加工施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき、ウラン加工施設から多量の放射性物質が放

出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものを設計基準事故として掲げ、それ

に対して放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を講ずることにより、一般公衆に対

し過度の放射線被ばくを及ぼさないことが確認されていることから、検査指摘事項の評価に

あたってこの考え方を参考とした。 

 

  4.1.2 安全機能は喪失したか 

検査指摘事項に関連して、ウラン加工施設の安全機能が喪失した場合（例えば、熱的制限値や

負圧管理値の超過）は 4.1.3 に進み、喪失していない場合は評価結果を「追加対応なし」とし、

4.5 に進む。 

 

【留意点】 

○安全機能とは、ウラン加工施設の通常時又は設計基準事故時において、ウラン加工施設の安

全性を確保するために必要な機能をいう。 

○安全機能が喪失したかの判断は、保安規定を参照の上行う。保安規定から判断できない場合は

保守的に判断し Yes に進む。なお、保安規定の下位文書は事業者等の自主的な活動に係る部分

もあることから、本評価には用いない。 

 

4.1.3 事業（変更）許可における閉じ込めのための防護策の残りが１以下であったか 

   検査指摘事項に関連して、事業（変更）許可における閉じ込めのための防護策（例えば、粉末

缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備）の残りが１以下であった場合は、4.3 の SERP に

おける評価に進む。閉じ込めのための防護策の残りが２以上であった場合は評価結果を「追加

対応なし」とし、4.5 に進む。 

 

【留意点】 

○粉末缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備等においてそれぞれで閉じ込めの機能が確保

されていることが明らかな場合は、当該機能１つ当たり、閉じ込めの為の防護策が１あるとす

る。詳細な検討を要する場合は、保守的に判断し Yes に進む。 

○液体の放射性物質が対象の場合、事業（変更）許可で明確となっている堰も閉じ込めのための

【留意点】 
○事業（変更）許可における重大事故に至るおそれがある事故及び臨界、また、ふっ化水素の発生に

関する検査指摘事項は、本スクリーニング手順に関わらず SERP で評価を実施する。 
 
  4.1.1 事業（変更）許可における設計基準事故か 

   検査指摘事項に関連して、加工施設の事業（変更）許可申請書における設計基準事故（設備損

傷による閉じ込め機能の不全、火災による閉じ込め機能の不全、爆発による閉じ込め機能の不

全、排気設備停止による閉じ込め機能の不全）が発生した場合は 4.1.3 に進み、発生していな

い場合は 4.1.2 に進む。なお、事業（変更）許可申請書における設計基準事故の類似事象の場合

は 4.1.2 に進む。 

 

  【解説】 

  ○ウラン加工施設の初期評価にあたっては、加工の事業の許可の審査において、「加工施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき、加工施設から多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全設計上想定すべきものを設計基準事故として掲げ、それに対し

て放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を講ずることにより、一般公衆に対し過度

の放射線被ばくを及ぼさないことが確認されていることから、検査指摘事項の評価にあたっ

てこの考え方を参考とした。 

 

  4.1.2 安全機能は喪失したか 

検査指摘事項に関連して、加工施設の安全機能が喪失した場合（例えば、熱的制限値や負圧管

理値の超過）は 4.1.3 に進み、喪失していない場合は評価結果を「追加対応なし」とし、4.4 に

進む。 

 

【留意点】 

○安全機能とは、加工施設の通常時又は設計基準事故時において、加工施設の安全性を確保す

るために必要な機能をいう。 

○安全機能が喪失したかの判断は、保安規定を参照の上行う。保安規定から判断できない場合は

保守的に判断し Yes に進む。なお、保安規定の下位文書は事業者等の自主的な活動に係る部分

もあることから、本評価には用いない。 

 

4.1.3 事業（変更）許可における閉じ込めのための防護策の残りが１以下であったか 

   検査指摘事項に関連して、事業（変更）許可における閉じ込めのための防護策（例えば、粉末

缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備）の残りが１以下であった場合は、4.3 の SERP に

おける評価に進む。閉じ込めのための防護策の残りが２以上であった場合は評価結果を「追加

対応なし」とし、4.4 に進む。 

 

【留意点】 

○粉末缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備等においてそれぞれで閉じ込めの機能が確保

されていることが明らかな場合は、当該機能１つ当たり、閉じ込めの為の防護策が１あるとす

る。詳細な検討を要する場合は、保守的に判断し Yes に進む。 

○液体の放射性物質が対象の場合、事業（変更）許可で明確となっている堰も閉じ込めのための

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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防護策の１つに含める。 

  ○人的対応を伴う閉じ込めのための防護策について、事業（変更）許可で明確となっており、確

実に対応できる体制・環境であると判断される場合は、防護策の１つに含める。 

 

4.2 該当使用施設における初期境界評価 

使用施設は、非密封のプルトニウムを大量に取り扱う施設から少量の核燃料や廃棄物を単に保管

管理する施設まで多種多様であり、その取り扱う核燃料物質の種類、量、取扱形態等の施設の特徴や

申請内容を踏まえ、グレーデッドアプローチの考え方を取り入れ、リスクの程度に応じた合理的な

審査、検査等をすることが重要である※１。このグレーテッドアプローチの考え方のもと、4.1 に示す

ウラン加工施設における初期境界評価の考え方を参考に、該当使用施設について、「追加対応あり」

に至る可能性がある検査指摘事項を抽出するため、初期境界評価を実施する。 

具体的な初期境界評価に用いるスクリーニング手順は次のとおり。 

 

―――― 

※1 「核燃料物質の使用の申請等に関する審査業務の流れについて」（令和４年３月 31 日 原子力規制部）より

抜粋。 

 

 

【留意点】 

○検査指摘事項のうち、臨界の発生防止に関して、核的制限値を逸脱していた場合、あるいは、放

射性物質の閉じ込めに関して、気体の放射性物質の放出が確認された場合、外的事象を起因とし

た核燃料物質等の飛散又は漏えいや全交流電源喪失が発生した場合は、本スクリーニング手順

に関わらず SERP で評価を実施する。SERP では、臨界事故の発生防止に係る安全裕度の減少や気

体の放射性物質の放出の影響などを考慮して、検査指摘事項の重要度を評価する。 

○ここで、「気体の放射性物質の放出が確認された場合」とは、例えば排気筒モニタの測定値が平

常の変動幅を超えた場合をいう。 

○多種多様な使用施設においては、非常の場合や事故時に講ずる措置も様々である。このため、同

じ検査指摘事項であっても、施設によって、4.2.1 から 4.2.4 に示すスクリーニング手順を適用

した場合の進み方が異なる場合もありうる。 

 

 4.2.1 許可等の事故の評価条件に該当するものか 

検査指摘事項が、該当使用施設の使用（変更）許可等の事故の評価条件に該当する場合は 4.2.2 

に進み、該当しない場合は 4.2.3 に進む。なお、許可等の事故の類似事象の場合は 4.2.3 に進

む。 

 

【解説】 

○使用施設は、使用の許可の審査において、新規制基準の施行後にあっては「使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成 25年原子力規制委員会規則第 34 号）に基づ

き設計評価事故時において公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを、新規制

基準の施行前にあっては原子力安全委員会指針である「核燃料施設安全審査基本指針」に基

づき最大想定事故が発生するとした場合であっても、公衆に対して、過度な放射線被ばくを

防護策の１つに含める。 

  ○人的対応を伴う閉じ込めのための防護策について、事業（変更）許可で明確となっており、確

実に対応できる体制・環境であると判断される場合は、防護策の１つに含める。 

 

（新設） 
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及ぼさないことを確認している。また、核燃料物質の使用者は、「核燃料物質の使用に係る

新規制基準の施行に伴う報告の提出について（指示）」（平成 25 年 12 月 18 日付け原規研発

第 1311276 号）を踏まえてとりまとめた安全上重要な施設の評価に関する報告書（以下「安

重評価」という。）において、機能喪失により公衆が被ばくする線量の評価値が発生事故当

たり 5mSv を超えるものがなく、安全上重要な施設に該当する施設がないと評価している。 

4.1.1 に示すウラン加工施設における検査指摘事項のスクリーニングの考え方を参考に、

許可等の事故によりスクリーニングするもの。 

 

【留意点】 

○「許可等の事故」とは、使用（変更）許可申請書における事故評価（設計評価事故、最大想

定事故）や安重評価で考慮したものをいう。 

 

 4.2.2 許可等の事故の公衆の被ばく線量の評価値が判断基準を超えるか 

検査指摘事項に関連して、該当使用施設において許可等の事故の発生を想定した場合に、公衆

の被ばく線量が初期境界評価における判断基準を超える場合は 4.2.4 に進み、超えない場合は

評価結果を「追加対応なし」とし、4.5 に進む。 

 

【解説】 

○使用施設の特徴を踏まえ、仮に許可等の事故の発生を想定しても公衆に及ぼす影響が小さ

いものは、安全確保の機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものに整理

できるという考え方に基づきスクリーニングをするもの。 

 

【留意点】 

○「初期境界評価における判断基準」は、「(GI0007)原子力安全に係る重要度評価に関するガ

イド 附属書４ 公衆放射線安全に関する重要度評価ガイド」において、重要度を緑と評価

する事例の１つとしている「放射性気体及び液体廃棄物の放出又は漏えいによる公衆の放

射線量が、50 マイクロシーベルトより小さい場合」を参考に、50 マイクロシーベルトとす

る。 

 

 4.2.3 周辺監視区域境界付近の監視設備の測定値が平常の変動幅の範囲内であるか 

検査指摘事項が生じていた期間において、該当使用施設の周辺監視区域境界付近の監視設備

の測定値が平常の変動幅の範囲を超えることが確認された場合は 4.4の SERP における評価に進

み、確認されなかった場合は評価結果を「追加対応なし」とし、4.5 に進む。 

 

【留意点】 

○監視設備の測定値の「平常の変動幅」には、検査指摘事項と関連のない天候や工場又は事業

所の内外において行われる核燃料物質等の運搬等による線量の変動を含む。 

 

 4.2.4 許可等における閉じ込めのための防護策の残りが１以下であったか 

検査指摘事項に関連して、許可等における閉じ込めのための防護策の残りが１以下であった

場合は、4.4 の SERP における評価に進む。閉じ込めのための防護策の残りが２以上であった場

合は評価結果を「追加対応なし」とし、4.5 に進む。 
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【留意点】 

○「許可等における閉じ込めのための防護策」とは、該当する許可等の事故の評価で考慮した

設備や手順であって、一般公衆の被ばく線量を低減するものをいい、例えば管理区域の壁及

び扉、給排気設備等をいう。防護策の数え方は、4.1.3 に示すウラン加工施設における防護

策の算出の考え方と同様であるが、手順による措置については、保安規定や品質マネジメン

トシステムにより文書管理の対象としている文書に定められたものに限る。 

 

4.3 ウラン加工施設及び該当使用施設以外の施設における評価 

以下の指標について、指標の適用可能性を含め評価を行い、総合的に考慮した上で、検査指摘事項

が「追加対応あり」の可能性があると判断された場合、4.4 に進む。 

a.原子力施設の深層防護に対する影響 

b.設備又は活動に係る安全裕度の減少又は性能劣化の程度 

c.パフォーマンス劣化が影響を及ぼす設備又は活動の範囲 

d.劣化状態の継続期間 

e.事業者等の対応処置による影響緩和の程度及び可能性 

f.劣化状態に対する事業者等の検出能力 

g.事業者等の是正処置及び未然防止処置の有効性 

h.化学物質の漏えいに伴う操作に関わる作業員への影響 

i.その他考慮すべき情報 

 

4.4 SERP における評価 

4.3 に示す a.～i.の指標について、指標の適用可能性を含め評価を行い、総合的に考慮した上で

検査指摘事項の重要度を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 評価根拠の文書化 

  前述 4.1～4.4 の評価結果については、評価の根拠となった全ての情報を文書化し、SERP において

提示する。 

なお、本附属書による評価結果が「追加対応なし」となった場合においても、評価の根拠となった

全ての情報を報告書に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ウラン加工施設以外の施設における初期境界評価 

初期境界評価を実施せずに 4.3 に進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 SERP における評価 

以下の指標について、指標の適用可能性を含め評価を行い、総合的に考慮した上で検査指摘事項

の安全重要度を評価する。 

a.原子力施設の深層防護に対する影響 

b.設備又は活動に係る安全裕度の減少又は性能劣化の程度 

c.パフォーマンス劣化が影響を及ぼす設備又は活動の範囲 

d.劣化状態の継続期間 

e.事業者等の対応処置による影響緩和の程度及び可能性 

f.劣化状態に対する事業者等の検出能力 

g.事業者等の是正処置及び未然防止処置の有効性 

h.化学物質の漏えいに伴う操作に関わる作業員への影響 

i.その他考慮すべき情報 

 

4.4 評価根拠の文書化 

  前述 4.1～4.3 の評価結果については、評価の根拠となった全ての情報を文書化し、SERP において

提示する。 

なお、本附属書による評価結果が「追加対応なし」となった場合においても、評価の根拠となった

全ての情報を報告書に記載する。 
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記載の適正化（初
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○改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2022/06/16 施行  

１ （改正日） 〇該当使用施設の初期境界評価を追加 

○運用の明確化 

 ・初期境界評価を実施しない施設における運用の

明確化に伴う変更 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

１ 2022/06/16 施行  
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添付１：ウラン加工施設における検査指摘事項のスクリーニング手順 

 

 

 

※１事業（変更）許可における重大事故に至るおそれがある事故及び臨界、また、ふっ化水素の発生に

関する検査指摘事項は、本スクリーニング手順に関わらず SERP で評価を実施する。 

※２安全機能が喪失したかの判断は、保安規定を参照の上行う。保安規定から判断できない場合は保

守的に判断し Yes に進む。 

※３粉末缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備等においてそれぞれで閉じ込めの機能が確保さ

れていることが明らかな場合は、当該機能１つ当たり、閉じ込めの為の防護策が１あるとする。詳

細な検討を要する場合は、保守的に判断し Yes に進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付１：ウラン加工施設における検査指摘事項のスクリーニング手順 

 

 

 

※１事業（変更）許可における重大事故に至るおそれがある事故及び臨界、また、ふっ化水素の発生に

関する検査指摘事項は、本スクリーニング手順に関わらず SERP で評価を実施する。 

※２安全機能が喪失したかの判断は、保安規定を参照の上行う。保安規定から判断できない場合は保

守的に判断し Yes に進む。 

※３粉末缶、第１種管理区域の壁及び扉、給排気設備等においてそれぞれで閉じ込めの機能が確保さ

れていることが明らかな場合は、当該機能１つ当たり、閉じ込めの為の防護策が１あるとする。詳

細な検討を要する場合は、保守的に判断し Yes に進む。 
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添付２：該当使用施設における検査指摘事項のスクリーニング手順 

 

 
 
※１ 検査指摘事項のうち、臨界の発生防止に関して、核的制限値を逸脱していた場合、あるいは、放

射性物質の閉じ込めに関して、気体の放射性物質の放出が確認された場合、外的事象を起因とし

た核燃料物質等の飛散又は漏えいや全交流電源喪失が発生した場合は、本スクリーニング手順に

関わらず SERP で評価を実施する。 

  ここで、「気体の放射性物質の放出が確認された場合」とは、例えば排気筒モニタの測定値が平常

の変動幅を超えた場合をいう。 

※２ 「許可等の事故」とは、使用（変更）許可申請書における事故評価（設計評価事故、最大想定事

故）や安重評価で考慮したものをいう。 

※３ 「初期境界評価における判断基準」は、原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 附属書４ 

公衆放射線安全に関する重要度評価ガイドにおいて、重要度を緑と評価する事例の１つとしてい

る「放射性気体及び液体廃棄物の放出又は漏えいによる公衆の放射線量が、50 マイクロシーベル

 

 

（新設） 
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原子力施設安全に係る検査指摘事項※１

追
加
対
応
な
し

重要度評価・規制措置会合（SERP）

追加対応あり

Yes

検査指摘事項の対象設
備や手順は、許可等の
事故※２の評価条件に該

当するものか

該当事故の一般公衆の
被ばく線量の評価値は、
判断基準※３を超えるか

Yes

No

No

No

Yes

許可等における閉じ込め
のための防護策※５の残
りが１以下であったか

Yes

No

周辺監視区域境界付近
の監視設備の測定値が
平常の変動幅の範囲を
超えて上昇したか※４
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ト）より小さい場合」を参考に、50 マイクロシーベルトとする。 

※４ 監視設備の測定値の「平常の変動幅」には、検査指摘事項と関連のない天候や工場又は事業所の

内外において行われる核燃料物質等の運搬等による線量の変動を含む。 

※５ 「許可等における閉じ込めのための防護策」とは、該当する許可等の事故の評価で考慮した設備

や手順であって、一般公衆の被ばく線量を低減するものをいい、例えば管理区域の壁及び扉、給排

気設備等をいう。防護策の数え方は、ウラン加工施設における防護策の算出の考え方と同様であ

るが、手順による措置については、保安規定や品質マネジメントシステムにより文書管理の対象

としている文書に定められたものに限る。 
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参考資料 過去事例及び仮想事例に対するスクリーニング手順の適用結果 

 

1. ウラン加工施設におけるスクリーニング手順の適用 

 添付１に示すウラン加工施設における検査指摘事項のスクリーニング手順を策定するに当たり、過

去事例及び仮想事例に本スクリーニング手順を適用した結果を以下に示す。なお、本適用結果はあく

まで参考であり、過去事例及び仮想事例と類似の事象が発生した場合においても、事象発生時の施設

の状況を踏まえて初期境界評価を実施する必要がある。 

 

① 配管点検口からのウラン粉末の室内漏えい 

【事例概要】 

第１種管理区域内の二酸化ウランペレットを製造する成型機において、成型作業中に微量のウラン

の飛散が確認された。飛散したウラン量は約 9.9×105 Bq（二酸化ウラン粉末で約８ｇ）であり、報告

の目安値 3.7×105 Bq を超過した。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

② 焼結炉の過加熱防止インターロックの作動 

【事例概要】 

操業中のガドリニア焼結炉Ｂ号機の温度調節器に故障が発生した。故障警報確認後、温度制御盤の

リセットボタンを押したが正常状態に復帰しなかったため、停止中のガドリニア焼結炉Ａ号機から同

型の温度調節器を取り外し、Ｂ号機に取付けたところ、警報発報とともに当該焼結炉ヒータの電源が

遮断した。その後、復旧のためにヒータ電源の投入操作を行ったが再度遮断する事象が４回繰り返さ

れ、全警報が解除されるまでの間、計５回ヒータ電源遮断及び投入が繰り返された後、焼結炉内の温度

が正常値に復帰した。事象分析を行ったところ、前記５回のヒータ電源遮断の内過加熱防止インター

ロックが３回作動、内２回は炉内温度が熱的制限値（1,800℃）に到達していたことが確認された。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

③ 放射性廃棄物入りドラム缶からの漏えい 

【事例概要】 

汚染のおそれのない第２種管理区域において放射性廃棄物入り200ℓドラム缶からの漏えい物を発見

した。サンプリングして分析した結果、11000Bq（法令報告基準の約３０分の１）のウランが検出され

 

 

参考資料 過去事例及び仮想事例に対するスクリーニング手順の適用結果 

 

 

 添付１に示すウラン加工施設における検査指摘事項のスクリーニング手順を策定するに当たり、過

去事例及び仮想事例に本スクリーニング手順を適用した結果を以下に示す。なお、本適用結果はあく

まで参考であり、過去事例及び仮想事例と類似の事象が発生した場合においても、事象発生時の施設

の状況を踏まえて初期境界評価を実施する必要がある。 

 

１．配管点検口からのウラン粉末の室内漏えい 

【事例概要】 

第１種管理区域内の二酸化ウランペレットを製造する成型機において、成型作業中に微量のウラン

の飛散が確認された。飛散したウラン量は約 9.9×105 Bq（二酸化ウラン粉末で約８ｇ）であり、報告

の目安値 3.7×105 Bq を超過した。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

２．焼結炉の過加熱防止インターロックの作動 

【事例概要】 

操業中のガドリニア焼結炉Ｂ号機の温度調節器に故障が発生した。故障警報確認後、温度制御盤の

リセットボタンを押したが正常状態に復帰しなかったため、停止中のガドリニア焼結炉Ａ号機から同

型の温度調節器を取り外し、Ｂ号機に取付けたところ、警報発報とともに当該焼結炉ヒータの電源が

遮断した。その後、復旧のためにヒータ電源の投入操作を行ったが再度遮断する事象が４回繰り返さ

れ、全警報が解除されるまでの間、計５回ヒータ電源遮断及び投入が繰り返された後、焼結炉内の温度

が正常値に復帰した。事象分析を行ったところ、前記５回のヒータ電源遮断の内過加熱防止インター

ロックが３回作動、内２回は炉内温度が熱的制限値（1,800℃）に到達していたことが確認された。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

３．放射性廃棄物入りドラム缶からの漏えい 

【事例概要】 

汚染のおそれのない第２種管理区域において放射性廃棄物入り200ℓドラム缶からの漏えい物を発見

した。サンプリングして分析した結果、11000Bq（法令報告基準の約３０分の１）のウランが検出され
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た。 

ドラム缶からの漏えいによる作業者のけがや放射線による被ばくはなかった。また、環境への影響

もなかった。漏えいの原因調査のため、ドラム缶を開封し、内容物の調査及び漏えい部の観察を実施し

たところ、内容物に腐食の要因と考えられる水分や酸を含んでいた廃棄物が収納されていた。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：Yes 

 以上の結果、「SERP で評価」と判断した。 

 

④ フードボックスの負圧異常（局所排気系統の排風機停止） 

【事例概要】 

成型工場の作業者が、粉末調整を行うためのフードボックス内でウラン粉末容器を取り扱い中に、

差圧がないことを確認した。差圧はなかったものの、ウラン粉末容器は密封されていた。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑤ 補助建屋（管理区域外）における火災 

【事例概要】 

補助建屋（管理区域外）において、ディーゼル発電機Ａ点検中の試運転を行っていたところ、同発電

機制御盤からの発火を確認した。ディーゼル発電機 B は健全であった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑥ 排風機電源ケーブルの焦げ跡 

【事例概要】 

排風機 A の分解点検のため、排風機 A から B へ切替えを実施した。分解点検を開始した後、排風機

Bの電源ケーブル（U相端子台周囲）に焦げ跡を発見した。焦げ跡発見後においても、施設内の負圧を

維持するために排風機 Bは運転を継続した。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

た。 

ドラム缶からの漏えいによる作業者のけがや放射線による被ばくはなかった。また、環境への影響

もなかった。漏えいの原因調査のため、ドラム缶を開封し、内容物の調査及び漏えい部の観察を実施し

たところ、内容物に腐食の要因と考えられる水分や酸を含んでいた廃棄物が収納されていた。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：Yes 

 以上の結果、「SERP で評価」と判断した。 

 

４．フードボックスの負圧異常（局所排気系統の排風機停止） 

【事例概要】 

成型工場の作業者が、粉末調整を行うためのフードボックス内でウラン粉末容器を取り扱い中に、

差圧がないことを確認した。差圧はなかったものの、ウラン粉末容器は密封されていた。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

５．補助建屋（管理区域外）における火災 

【事例概要】 

補助建屋（管理区域外）において、ディーゼル発電機Ａ点検中の試運転を行っていたところ、同発電

機制御盤からの発火を確認した。ディーゼル発電機 Bは健全であった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

６．排風機電源ケーブルの焦げ跡 

【事例概要】 

排風機 A の分解点検のため、排風機 A から B へ切替えを実施した。分解点検を開始した後、排風機

Bの電源ケーブル（U相端子台周囲）に焦げ跡を発見した。焦げ跡発見後においても、施設内の負圧を

維持するために排風機 Bは運転を継続した。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 
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⑦ 廃水処理室内におけるシリンダ洗浄後の廃水の漏えい 

【事例概要】 

管理廃水処理室内（第１種管理区域内）において、シリンダ洗浄後の廃水を脱水処理するため、脱水

機凝集液ポンプを起動した。その後、協力会社社員が当該ポンプ付近から漏えい拡大防止用の堰内に

廃水が漏えいしているのを発見したため、直ちに当該ポンプを停止した。漏えい量は約７ リットルで

あった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑧ 燃料棒加工室の負圧異常 

【事例概要】 

燃料棒加工室の負圧警報検査を実施した。 

検査前：燃料棒加工室の圧力の異常を模擬し、負圧警報の発報を確認するため、給気ダクトの可変バル

ブを固定した。（圧力異常時に給気ダクトの可変バルブを閉じるインターロックが働き圧力の

異常を模擬できないため） 

検査後：給気ダクトの可変バルブの固定を解除したところ、燃料棒加工室の負圧警報が発報した。 

原因 ：給気ダクトの可変バルブを最大開の状態で固定したため、復旧時に燃料棒加工室への給気流

量が過大となり、負圧が維持できなくなった。 

その他：燃料棒加工室では核燃料物質の取扱いは行っていなかった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：Yes 

 以上の結果、「SERP で評価」と判断した。 

 

 

2. 該当使用施設におけるスクリーニング手順の適用 

添付２に示す該当使用施設における検査指摘事項のスクリーニング手順を策定するに当たり、過去

事例及び仮想事例に本スクリーニング手順を適用した結果を以下に示す。なお、本適用結果はあくま

で参考であり、過去事例及び仮想事例と類似の事象が発生した場合においても、事象発生時の施設の

状況を踏まえて初期境界評価を実施する必要がある。 

 

① グローブボックスにおけるバッグアウト作業中に発生した核燃料物質のグローブボックス外（作

業室内）への飛散 

【事例概要】 

使用施設の粉末調整室において、核燃料物質を収納した貯蔵容器（以下「ステンレス缶」という。）

を梱包する樹脂製の袋（二重）の交換作業において、袋の表面から汚染が検出されるとともに、粉末調

 

７．廃水処理室内におけるシリンダ洗浄後の廃水の漏えい 

【事例概要】 

管理廃水処理室内（第１種管理区域内）において、シリンダ洗浄後の廃水を脱水処理するため、脱水

機凝集液ポンプを起動した。その後、協力会社社員が当該ポンプ付近から漏えい拡大防止用の堰内に

廃水が漏えいしているのを発見したため、直ちに当該ポンプを停止した。漏えい量は約７ リットルで

あった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：No 

 以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

８．燃料棒加工室の負圧異常 

【事例概要】 

燃料棒加工室の負圧警報検査を実施した。 

検査前：燃料棒加工室の圧力の異常を模擬し、負圧警報の発報を確認するため、給気ダクトの可変バル

ブを固定した。（圧力異常時に給気ダクトの可変バルブを閉じるインターロックが働き圧力の

異常を模擬できないため） 

検査後：給気ダクトの可変バルブの固定を解除したところ、燃料棒加工室の負圧警報が発報した。 

原因 ：給気ダクトの可変バルブを最大開の状態で固定したため、復旧時に燃料棒加工室への給気流

量が過大となり、負圧が維持できなくなった。 

その他：燃料棒加工室では核燃料物質の取扱いは行っていなかった。 

【評価結果】 

 初期境界評価の結果は次のとおり。 

  事業（変更）許可における設計基準事故か：No 

  安全機能は喪失したか：Yes 

    事業（変更）許可における閉じ込めの為の防護策の残りが１以下であったか：Yes 

 以上の結果、「SERP で評価」と判断した。 
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整室のα線用空気モニタが吹鳴した。 

なお、本事象に伴う放射性物質の環境への放出はなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：Yes 

許可等の事故の公衆の被ばく線量の評価値が判断基準を超えるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

② プールにおける集合体破損 

【事例概要】 

貯蔵施設において、使用済みの燃料集合体を取り扱っていた際、誤って落下させ、複数の燃料棒を破

損させてしまった。 

使用済みの燃料集合体の落下後、サービスエリアに設置されたエリアモニタの線量が上昇し、警報

が発報した。運転員は、サービスエリア排気系統の運転を停止したが、風下方向にあるモニタリングポ

ストの線量は、通常時のバックグランドレベル約 50[nGy/h]に対して、一時的に約 200[nGy/h]まで上

昇した。 

その後の調査で、放出された主な放射性物質は、解析によってクリプトン-85 であると評価された。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

放射性物質の閉じ込めに関して、気体の放射性物質の放出が確認されており、本スクリーニング

手順に関わらず SERP で評価を実施する。 

 

③ 硝酸ウラニルの配管からの漏えい 

【事例概要】 

使用施設において、配管から硝酸ウラニル溶液が僅かに漏えいしたことが確認された。当該配管は、

2 つの部屋を繋ぐ配管であり、その配管部と下の漏えい受け皿に硝酸ウラニルが漏えいした痕跡が確

認された。 

使用者は当該区域への立ち入りを制限した上で、漏えい拡散範囲が漏えい部位とその真下に限定さ

れることを確認した。また、追加の調査によって、漏えいした硝酸ウラニル溶液が雨水溝へ流入しなか

ったことを確認した。 

なお、本事象に伴う放射性物質の環境への放出はなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：No 

周辺監視区域境界付近の監視設備の測定値が平常の変動幅の範囲内であるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

④ 低放射性グローブボックス内の火災事象 

【事例概要】 

使用施設に設置されている低放射性グローブボックス（以下「ＧＢ」という。）内部の廃棄物整理作

業実施中、ＧＢ内にある可燃性固体廃棄物を内包したポリ塩化ビニル製のバッグ内から煙が出ている

ことを作業員が発見した。作業員は状況を確認し、煙が多くなってきたことから粉末消火剤（ＧＢ内に
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設置）を準備していたところ、当該容器内から出火した。作業員は直ちに公設消防等に通報するととも

に、粉末消火剤を使用し消火を行ったところ、一旦、火は消えたがその後、再び火が出たため、ＧＢ火

災用の炭酸ガス消火器（ＧＢ外に設置）のノズル部をグローブに差し込み、ＧＢ内に炭酸ガスを噴霧し

消火を行った。当該消火器による消火は２度行われ、その後、更なる安全対策として純水による消火

（冷却消火）を行った。 

本事象で焼損したのは、廃棄物容器及び内容物のみで、核燃料物質が入った密封容器及びＧＢ本体

に影響はなかった。 

なお、本事象に伴う放射性物質の環境への放出はなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：No 

周辺監視区域境界付近の監視設備の測定値が平常の変動幅の範囲内であるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑤ グローブボックス内における有機溶媒火災 

【事例概要】 

固体状のプルトニウムを使用するグローブボックス内において、再処理プロセスに関する研究開発

に係る試験を実施していた。試験試料の調製等の作業において試験試料を加熱していたところ、加熱

装置の電源断失念により温度が異常に上昇してしまい有機溶媒の引火による火災が発生した。 

使用していた有機溶媒は、当該グローブボックスで実施している再処理プロセス試験において抽出

剤の希釈液として用いていた n-ドデカン（引火性液体：引火点約 74℃）であり、試験試料調製作業に

おいて誤って当該有機溶媒（300mL 程度）を加熱したこと、また、加熱装置の温度上昇に伴って有機溶

媒が引火点を超えた状態において、電源コードの一部（破断しかけていたことに気付かずに使用して

いた）からスパークが発生し、火花が当該有機溶媒中に飛散したことにより発火したものである。 

当該有機溶媒の発火は、グローブボックス内の可燃性資器材等に延焼し、グローブボックスのグロ

ーブが破損した。有機溶媒中には核燃料物質は含まれていなかったが、火災が発生したグローブボッ

クスで取り扱っていたプルトニウムがグローブボックスから室内に漏えいし、建家排気系統への移行

に進展した。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：Yes 

許可等の事故の公衆の被ばく線量の評価値が判断基準を超えるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑥ 焼却炉外での火災 

【事例概要】 

放射性廃棄物処理施設の焼却設備は、使用施設で発生した低レベル放射性廃棄物のうち焼却可能な

ものを受け入れ、焼却処理を行なっている。本来の手順では、まず焼却炉に繋がる廃棄物投入口（エア

ロック部）の頂部の蓋を開いて廃棄物容器を投入し、次に頂部の蓋を閉じ、さらに投入口の底部にある

２枚合わせの保護扉とそのすぐ下の断熱シールドを開いて、廃棄物容器を焼却炉の中に導き入れるよ

うになっている。 

２つの廃棄物容器を重ねて投入した後、断熱シールドと１枚の保護扉は開いたが、もう１枚の保護
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扉が材料劣化により開かなかったため、これらの廃棄物容器は問題の保護扉の上に引っ掛かったまま

投入口の中に留まり焼却炉の中に入らなかった。作業員は、５分後に廃棄物容器が引っ掛かったまま

であることに気付かずに、手動操作で断熱シールドを閉じた。焼却炉の燃焼によって問題の保護扉が

加熱されると、これと接していた廃棄物容器のうちの下の１つが発火し、さらに投入口の温度が上昇

した。 

なお、本事象に伴う放射性物質の環境への放出はなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：No 

周辺監視区域境界付近の監視設備の測定値が平常の変動幅の範囲内であるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑦ 小型焼結炉における過加熱防止機能に係る温度計の故障 

【事例概要】 

グローブボックス内に設置される小型焼結炉の事業者検査において、過加熱防止のインターロック

試験が模擬信号を用いて行われていた。当該インターロックの検出端にあたる温度計の保守管理状況

を確認したところ、施設管理実施計画において年１回の点検を行うこととなっていたが、実際は数年

間にわたり点検されていないことが確認された。本件を踏まえた事業者の調査により、温度計は故障

しているおり、過加熱防止のインターロックは小型焼結炉内の温度が設定温度になった場合に作動し

ない状態にあったことが確認された。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：Yes 

許可等の事故の公衆の被ばく線量の評価値が判断基準を超えるか：Yes 

許可等における閉じ込めのための防護策の残りが１以下であったか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑧ 気体排気設備の排風機停止 

【事例概要】 

セル排気設備の電気部品の故障により当該セルの排風機が停止し、セルの負圧維持が出来なくなっ

た。隣接するセルの排気設備は正常であったことから、隣接するセルとの開口部を開放し、当該セルの

負圧を隣接セルの負圧により維持したが、一時的に当該セルの負圧維持が出来なかった。 

なお、本事象に伴う放射性物質の環境への放出はなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

許可等の事故の評価条件に該当するものか：No 

周辺監視区域境界付近の監視設備の測定値が平常の変動幅の範囲内であるか：No 

以上の結果、「追加対応なし」と判断した。 

 

⑨ スラッジを封入したドラム缶の不適切な管理（核的制限値からの逸脱） 

【事例概要】 

廃棄物建屋で、使用を停止した区域の清掃作業を行なっていたところ、３体の廃棄物容器（ドラム
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缶）が残っていたことを発見した。当該ドラム缶の中には、複数のスラッジ回収容器が封入されていた

が、廃棄体に表示する識別がなされておらず、廃棄物の管理記録に記録がなかった。 

当該ドラム缶の内容物の核種分析を行なった結果、スラッジ回収容器に濃縮ウラン（最大濃縮度 5%

でウラン重量で約 3kg）が含まれていたことが判明した。保安規定において、スラッジを含むドラム缶

については、最大取扱ウラン量（核的制限値：20 リットルドラム缶あたり 2kg・U）未満で取り扱うこ

とを定めていたが、当該ドラム缶については容器出納簿の記録から漏れていたため、ウラン量を適切

に管理できていなかった。 

【評価結果】 

初期境界評価の結果は次のとおり。 

臨界の発生防止に関して、核的制限値を逸脱していることが確認されており、本スクリーニング手

順に関わらず、「SERP による評価」が選択され、SERP において丁寧に評価する。 
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表１ ウラン加工施設におけるスクリーニング手順の適用事例の一覧 

 

 

 

 

 

表２ 該当使用施設におけるスクリーニング手順の適用事例の一覧 
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（新設） 

 

 

 

記載の適正化（該

当使用施設の初期

境界評価を追加に

併せて変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当使用施設の初

期境界評価に関す

る内容を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例

番号 
事例の概要 

事例の分類 

漏えい 火災・爆発 閉じ込め（負圧）の異常 
その他 

(電源喪失) 
ウラン粉末の

漏えい 

固体廃棄物の

漏えい 

液体廃棄物の

漏えい 

焼結炉などの

爆発 

管理区域内の

火災 

設備内の 

負圧異常 

室内の 

負圧異常 

① 
配管点検口からのウラン粉末

の室内漏えい 
○        

② 
焼結炉の過加熱防止インター

ロックの作動 
   ○     

③ 
放射性廃棄物入りドラム缶か

らの漏えい 
 ○       

④ 
フードボックスの負圧異常（局

所排気系統の排風機停止） 
     ○   

⑤ 
補助建屋（管理区域外）におけ

る火災 
       ○ 

⑥ 排風機電源ケーブルの焦げ跡     ○    

⑦ 
廃水処理室内におけるシリン

ダ洗浄後の廃水の漏えい 
  ○      

⑧ 燃料棒加工室の負圧異常       ○  

 

事例

番号 
事例の概要 

事例の分類 

漏えい 火災・爆発 

排風機 

停止 
その他 

容器など

からの漏

えい 

燃料棒な

どの損傷 

溶液の配

管等から

の漏えい 

セル・GB

内の火災 

有機溶媒

火災 

その他 

火災 

焼結炉な

どの爆発 

① 
グローブボックス外における

核燃料物質の飛散 
○         

② 
プールにおける燃料集合体の

破損 
 ○        

③ 
配管からの硝酸ウラニル溶液

の漏えい 
  ○       

④ 
グローブボックス内における

放射性固体廃棄物からの発煙 
   ○      

⑤ 
グローブボックス内における

有機溶媒火災 
    ○     

⑥ 焼却炉の外での火災      ○    

⑦ 
小型焼結炉における加熱防止

機能に係る温度計の故障 
      ○   

⑧ 
セル負圧異常(セル排気設備の

排風機停止) 
       ○  

⑨ 
スラッジを封入したドラム缶

の不適切な管理 
        ○ 
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基本検査運用ガイド 

放射性固体廃棄物等の管理 

（新旧対照表） 

『NR 関係追記案の抜粋』 
 

  

資料５－４ 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

 

基本検査運用ガイド 

放射性固体廃棄物等の管理 

（BR0070_r2） 

 

 

 

 

原子力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 
1 監視領域 

（略） 

 

2 検査目的 

（略） 

 

3 検査要件 

（略） 

 

4 検査実施 

（略） 

 

 

 

基本検査運用ガイド 

放射性固体廃棄物等の管理 

（BR0070_r1） 

 

 

 

 

原子力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 
1 監視領域 

（略） 

 

2 検査目的 

（略） 

 

3 検査要件 

（略） 

 

4 検査実施 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 
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5 検査手引 

5.1 放射性固体廃棄物等の管理に関する確認の観点等 

（略） 

 
5.2 放射性廃棄物でない廃棄物に関する確認の観点等 

(1)放射性廃棄物でない廃棄物については、保安規定及び保安規定に基づく下部規定等に従って

管理されていることを確認する。 

(2)同下部規定に基づいて、汚染のおそれのある管理区域において設置された資材等及び汚染の

おそれがある管理区域で使用された物品を放射性廃棄物でない廃棄物と判断する場合にはそ

の判断の信頼性を高める観点から「念のための測定」が実施されていることを確認する。 

(3) 物品搬出業務、放射線測定業務等を協力会社等に外部委託する場合は、協力会社等の業務内

容についての調達管理を確認する。 

(4)放射性廃棄物でない廃棄物については、その発生から判断に至るまでの間に汚染されていな

いことの履歴（トレーサビリティー）が保存されていること、また、放射性廃棄物でない廃

棄物と判断された物については、放射性物質による追加的な汚染及び異物の混入等の防止措

置が適切に実施されていることを確認する。 

(5)放射性廃棄物でない廃棄物と判断されたものを産業廃棄物処分業者に引き渡した場合は、引

き渡したものがトレース可能な記録（（例）産業廃棄物管理票（マニフェスト））が維持・管

理されていることを確認する。 

 

 

5.3 事業所外廃棄に関する確認の観点等 

（略） 

 
5.4 事業所外運搬（新燃料、使用済燃料除く）に関する確認の観点等 

（略） 

 
5.5 放射能濃度（クリアランス）に関する確認の観点等 

（略） 

 

 

6 参考資料 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

5 検査手引 

5.1 放射性固体廃棄物等の管理 

（略） 

 
5.2 放射性廃棄物でない廃棄物 

検査手引きなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 事業所外廃棄 

（略） 

 
5.4 事業所外運搬（新燃料、使用済燃料除く） 

（略） 

 
5.5 放射能濃度（クリアランス） 

（略） 

 

 

6 参考資料 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（記

載内容の明記） 

 

 

記載の適正化（記

載内容の明記） 

 

運用の明確化（内

規に基づき検査手

引きを追記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（記

載内容の明記） 
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◯改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１ 2021/07/21 ○運用の明確化 

①核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を

事業所外へ搬出する場合に、輸送物の設計において経

年変化を考慮する必要がある場合の視点を追加（5.4 

事業所外運搬（新燃料、使用済燃料除く）） 

○記載の適正化 

 

２ （改正日） 〇運用の明確化（放射性廃棄物でない廃棄物に関する確認

の観点等について、内規をもとに検査手引きを追記）（５ 

検査手引き） 

〇記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

（略） 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

（略） 

 

表３ 検査要件まとめ表 

（略） 

 

 

 

 

◯改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１ 2021/07/21 ○運用の明確化 

①核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を

事業所外へ搬出する場合に、輸送物の設計において経

年変化を考慮する必要がある場合の視点を追加（5.4 

事業所外運搬（新燃料、使用済燃料除く）） 

○記載の適正化 

 

 
 

 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

（略） 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

（略） 

 

表３ 検査要件まとめ表 

（略） 

 

 


